
1 機能回復訓練 

　日常生活に必要な機能の回復のための自立訓練ができるよう機能回復訓練室
を開放しています。
◇札幌市身体障害者福祉センター（西区二十四軒 2条 6丁目　☎ 641-8850）

2 講習会等 

　身体に障がいのある方の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的と
して、教養の向上や社会適応に必要な講習会や教室（生花、英会話など）を行っ
ています。
◇札幌市身体障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内　☎ 641-8853）

3 音声機能障害者発声訓練 

　疾病などによって喉頭を摘出して音声機能を失った方を対象に、社会復帰を
促進することを目的として、発声訓練を行っています。
◇札幌市身体障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内　☎ 641-8853）

4 中途失明者社会適応訓練 

　視覚に障がいのある方を対象に、生活のために必要な助言及び基礎的な訓練
を行い、社会参加の促進を図る目的で実施しています。
訓練内容　点字訓練・音声パソコン訓練、白杖歩行訓練、日常生活動作訓練
手続　窓口に申請書を提出してください。
◇各区保健福祉部保健福祉課（※ウラ表紙を参照）

◇�札幌市視聴覚障がい者情報センター（中央区大通西 19 丁目　�
☎ 631-6747）

機能回復・訓練
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機能回復・訓練、 
1・機能回復訓練 
日常生活に必要な機能の回復のための自立訓練ができるよう機能回復訓練室を開放してい

ます。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉センター、西区二十四軒 2 条 6 丁目、電話 641-8850、 
2・講習会等、 
身体に障がいのある方の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的として、教養の

向上や社会適応に必要な講習会や教室、生花、英会話などを行っています。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内電話 641-8853、 
3・音声機能障害者発声訓練、 
疾病などによって喉頭を摘出して音声機能を失った方を対象に、社会復帰を促進すること

を目的として、発声訓練を行っています。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内電話 641-8853、 
4・中途失明者社会適応訓練、 
視覚に障がいのある方を対象に、生活のために必要な助言及び基礎的な訓練を行い、社会参

加の促進を図る目的で実施しています。 
訓練内容、点字訓練・音声パソコン訓練、白杖歩行訓練、日常生活動作訓練 
手続、 窓口に申請書を提出してください。 
問い合わせ、各区保健福祉部保健福祉課、ウラ表紙を参照、 
札幌市視聴覚障がい者情報センター、中央区おおどおり西 19 丁目、電話 631-6747 
  
 
 
 
 
 
 



5 オストメイト社会適応訓練 

　人工肛門・ぼうこうを造設した方及びその家族を対象に、ストーマ用装具又
は社会生活に必要な知識を習得するための講習会を実施しています。
◇札幌市身体障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内　☎ 641-8853）

6 聴能言語訓練 

　聴覚に障がいのある方を対象に、補聴器装用訓練、発音・発語訓練などを行
い、聴覚に障がいのある方の自立と社会生活への適応を高めることを目的とし
ています。
◇札幌聴覚障害者協会（中央区大通西 19 丁目
　札幌市視聴覚障がい者情報センター内　☎ 642-8010　FAX642-8377）

7 先天性障がい児早期療育事業（こやぎの広場） 

　ダウン症など出生直後に判明する先天性の障がいのある乳幼児とその家族を
対象に、超早期より相談、療育、育児援助を行います。
◇札幌市児童相談所家庭支援課療育指導係
　（中央区北 7条西 26 丁目　札幌市児童福祉総合センター内　☎ 622-8910）

8 失語症言語機能訓練（個別指導） 

　失語症障がいのある方を対象に、自立促進と社会生活への適応力を高めるこ
とを目的に、言語聴覚士による発音・発語等の訓練を行っています。
◇札幌市身体障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内　☎ 641-8853）

9 「言葉の教室」訓練（団体等による指導） 

　失語症障がいのある方を対象に、医師や言語聴覚士によるリハビリを行い、
社会復帰の促進を図っています。
◇札幌市身体障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内� �
　☎ 641-8853）
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5・オストメイト社会適応訓練、 
人工肛門・ぼうこうを造設した方及びその家族を対象に、ストーマ用装具又は社会生活に必

要な知識を習得するための講習会を実施しています。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内、電話 641-8853、 
6・聴能言語訓練、 
聴覚に障がいのある方を対象に、補聴器装用訓練、発音・発語訓練などを行い、聴覚に障が

いのある方の自立と社会生活への適応を高めることを目的としています。 
問い合わせ、札幌聴覚障害者協会、中央区おおどおり西 19 丁目、札幌市視聴覚障がい者情

報センター内、電話 642-8010、FAX642-8377、 
7・先天性障がい児早期療育事業、こやぎの広場、 
ダウン症など出生直後に判明する先天性の障がいのある乳幼児とその家族を対象に、超早

期より相談、療育、育児援助を行います。 
問い合わせ、札幌市児童相談所家庭支援課療育指導係、中央区北 7 条西 26 丁目、札幌市児

童福祉総合センター内、電話 622-8910 
8・失語症言語機能訓練、個別指導、 
失語症障がいのある方を対象に、自立促進と社会生活への適応力を高めることを目的に、言

語聴覚士による発音・発語等の訓練を行っています。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内電話 641-8853、 
9・言葉の教室、訓練、団体等による指導、 
失語症障がいのある方を対象に、医師や言語聴覚士によるリハビリを行い、社会復帰の促進

を図っています。 
問い合わせ、札幌市身体障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内 
電話 641-8853 
  



� 聴覚障がい者社会生活教室 

　聴覚に障がいのある方の社会生活に必要な知識の習得、又は意見・情報など
を交換する研修会などを行い、生活文化の向上に役立てることを目的としてい
ます。年 30 回程度実施します。
◇札幌聴覚障害者協会（中央区大通西 19 丁目
　札幌市視聴覚障がい者情報センター内　☎ 642-8010　FAX642-8377）

� 視覚障がい者家庭生活訓練 

　視覚に障がいのある方を対象に、家庭での日常生活上必要とされる諸能力の
訓練を目的に、料理や生け花などの家庭生活に関する教室や教養に関する教室
を開催し、日常生活能力の改善と生活文化の向上を図っています。
◇札幌市視覚障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内
　☎ 644-8310）

� 視覚障がい者社会生活訓練 

　視覚に障がいのある方を対象に、社会生活に必要な知識の習得やスポーツ・
レクリエーション活動を進め、生活文化の向上を図っています（卓球教室・バ
レーボール教室・ダンス教室等）。
◇札幌市視覚障害者福祉協会
　（西区二十四軒 2条 6丁目　札幌市身体障害者福祉センター内
　☎ 644-8310）
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10・聴覚障がい者社会生活教室 
聴覚に障がいのある方の社会生活に必要な知識の習得、又は意見・情報などを交換する研修

会などを行い、生活文化の向上に役立てることを目的としています。年 30 回程度実施しま

す。 
問い合わせ、札幌聴覚障害者協会、中央区おおどおり西 19 丁目、札幌市視聴覚障がい者情

報センター内 、電話 642-8010、 FAX642-8377 
 
11・ 視覚障がい者家庭生活訓練 
視覚に障がいのある方を対象に、家庭での日常生活上必要とされる諸能力の訓練を目的に、

料理や生け花などの家庭生活に関する教室や教養に関する教室を開催し、日常生活能力の

改善と生活文化の向上を図っています。 
問い合わせ、札幌市視覚障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内、電話 644-8310 
 
12・視覚障がい者社会生活訓練 
視覚に障がいのある方を対象に、社会生活に必要な知識の習得やスポーツ・レクリエーショ

ン活動を進め、生活文化の向上を図っています、卓球教室・バレーボール教室・ダンス教室

等。 
問い合わせ、札幌市視覚障害者福祉協会、西区二十四軒 2 条 6 丁目、札幌市身体障害者福

祉センター内、 
電話 644-8310 
 
 
 
 
 


